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フジフューチャーズ株式会社 



《はじめに》 

 本書は、平成 20 年 3 月期における当社の会社概要、営業の状況及び経理の状況につ

いて記載したものです。 

 

《主な記載項目について》 

１． 会社の概要 

「会社の沿革」  当社の設立から現在までの沿革を記載しています。 

「会社の目的」  定款に記載された当社の目的を記載しています。 

「事業の内容」  当社の経営組織、事業の内容について記載しています。 

「財務の概要」  平成 20 年 3 月期における資本金、純資産額、営業収益、経常利

益等の主要な財務指標について記載しています。 

「主要株主名」  所有株式の多い株主 10 名の氏名、所有株式数等を記載していま

す。 

「役員の状況」  当社の役員の氏名、主要略歴等を記載しています。 

「従業員の状況」 当社の社員数、登録外務員数等を記載しています。 

 

２． 営業の状況 

「営業方針」 当社の営業方針、企業の特色等について記載しています。 

「当社及び当業界を取巻く環境」 内外の経済の状況、商品先物取引業界の動向等

について記載しています。 

「営業の経過及び成果」 当社の平成 19 年度における業績について記載しています。 

「対処すべき課題」  当社が対応すべき今後の課題等について記載しています。 

「受託業務管理規則」  当社が受託業務の適切な遂行のために定めている社内管理

規則を記載しています。 

 

３． 経理の状況 

「財務比率」 

（ａ）純資産額規制比率 

   純資産額(＊)／リスク額(＊)×１００ 

（＊「純資産額」とは、商品取引所法第２１１条第４項において準用する同法第９

９条第７項に基づく商品取引所法施行規則（以下、「施行規則」という。）３８条の規

定により算出したものです。また、「リスク額」には、商品市場における自己の計算

による取引であって、決済を結了していないものについての価格変動等により発生し

得る危険に対応する額（「市場リスク」という。）と、商品市場における取引の相手方

の契約不履行等により発生し得る危険に対応する額（「取引先リスク」という。）とが

あり、同法第２１１条第１項に基づく施行規則第９９条の規定により算出したもので



す。） 

  「純資産額規制比率」とは、純資産額の、商品市場において行う取引につき生ずる

相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として施行規則で定め

るところにより算出した額に対応する比率であり、これが高いほどリスクに対する余

裕があると言えます。 

（ｂ）純資産額資本金比率 

     純資産額(＊)／資本金額×１００ 

  （＊「純資産額」は、商品取引所法第２１１条第４項以外において準用する同法第

９９条第７項に基づく施行規則第３８条の規定により算出しているものをいう。） 

（ｃ）自己資本資本金比率 

     自己資本／資本金額×１００ 

  資本金に対する取崩し可能な資本を含む自己資本の割合をみるもので、比率が高い

ほど経営が安定していると言えます。 

（ｄ）自己資本比率 

     自己資本／総資産額×１００ 

  総資産額に占める自己資本の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定してい

ると言えます。 

（ｅ）修正自己資本比率 

自己資本／総資産額(＊)×１００ 

  （＊「総資産額」とは、委託者に係る株式会社日本商品清算機構又は商品取引所へ

の預託金額と預託必要額のいずれか小さい金額及び委託者債権の保全制度に基づい

て拘束されている資産の額を除いたものです。） 

  上記の方法で算出された総資産額は実質的に事業資金として使用できないことか

ら、これらの預託額を控除した総資産額に占める自己資本の割合をみたものです。 

（ｆ）負債比率 

     負債合計額／純資産額（＊）×１００ 

  （＊「純資産額」は、商品取引所法第２１１条第４項以外において準用する同法第

９９条第７項に基づく施行規則第３８条の規定により算出したもので、上記（ａ）の

純資産額とは計算が異なります。） 

（ｇ）流動比率 

     流動資産額／流動負債額×１００ 

  短期間に支払期限の到来する流動負債と短期間に現金化する可能性のある流動資

産を対比したもので、比率が高いほど短期的な支払能力の安定性が高いと言えます。 

 

 

 



１．会社の概況 

 

 ① 会社名等 

    商品取引員名   フジフューチャーズ株式会社 

    代 表 者 名   代表取締役会長兼社長  寺 町  博 

    所 在 地   東京都中央区日本橋室町一丁目８番６号 

    電 話 番 号   ０３－３２７０－２２１１(大代表） 

 

    ※平成20年5月7日付けで下記に移転しております。 

    新 所 在 地      東京都中央区新川一丁目１６番３号 

    新電話番号   ０３－５５４３－２２１１(大代表) 

 

 ② 会社の沿革 

当社は、昭和38年９月に商品仲買人「富士商品株式会社」として創業し、昭和46

年１月の許可制移行に伴い、商品取引員として業を営んでおります。また、平成元

年11月には「フジフューチャーズ株式会社」と商号変更を行い、現在に至っており

ます。 

 

年  月 概     要 

昭和38年 9月 

 

10月 

11月 

12月 

昭和39年３月 

４月 

昭和40年３月 

５月 

昭和41年３月 

 

９月 

11月 

昭和42年１月 

５月 

９月 

11月 

12月 

昭和43年５月 

10月 

商品取引の仲買人として、富士商品株式会社を東京都中央区日本橋堀留町

一丁目14番地に創業。資本金4,900万円 

東京穀物商品取引所の仲買人となる 

受託業務を開始する 

東京繊維商品取引所、東京ゴム取引所の仲買人となる 

前橋乾繭取引所の仲買人となる 

自由が丘営業所開設 

資本金を7,000万円に増資 

東京砂糖取引所の仲買人となる 

大阪穀物取引所の仲買人となる 

大阪支店開設 

豊橋乾繭取引所の仲買人となる 

大阪砂糖取引所の仲買人となる 

大阪化学繊維取引所の仲買人となる 

資本金を8,400万円に増資 

名古屋穀物商品取引所の仲買人となる 

名古屋繊維取引所の仲買人となる 

大阪三品取引所の仲買人となる 

資本金を１億80万円に増資 

本社を東京都中央区日本橋室町一丁目２番地へ移転 

 



年  月 概     要 

昭和44年５月 

昭和45年５月 

昭和46年１月 

５月 

昭和47年５月

昭和48年５月

６月 

昭和49年５月 

昭和56年１月 

 

昭和58年５月 

昭和59年１月 

平成元年11月 

平成３年６月 

８月 

平成６年３月 

平成８年３月 

４月 

 

 

平成９年４月 

 

11月 

平成10年７月 

 

平成11年６月 

平成12年３月 

８月 

平成13年５月 

 

平成13年６月 

 

 

８月 

９月 

平成13年11月 

 

平成14年４月 

 

 

平成14年６月 

資本金を１億2,096万円に増資 

資本金を１億4,515.2万円に増資 

農林大臣および通商産業大臣より商品取引員の許可を受ける 

資本金を１億7,418.2万円に増資 

資本金を２億6,127.3万円に増資 

資本金を３億9,190万円に増資 

資本金を４億円に増資 

資本金を５億円に増資 

資本金を５億196万円に増資 

新潟支店、盛岡支店開設 

仙台支店開設 

通商産業大臣より東京金取引所貴金属市場の商品取引員の許可を受ける 

商号をフジフューチャーズ株式会社に変更する 

資本金を５億4,000万円に増資 

農林水産大臣より横浜生絲取引所繭糸市場の商品取引員の許可を受ける 

資本金を12億1,000万円に増資 

農林水産大臣より関門商品取引所農産物市場の商品取引員の許可を受ける 

福岡支店開設 

大蔵大臣、農林水産大臣および通商産業大臣より商品投資販売業の許可を

受ける 

通商産業大臣より東京工業品取引所アルミニウム市場の商品取引員の許可

を受ける 

自由が丘支店を移転し、名称を東京支店に変更する 

農林水産大臣より関西商品取引所農産物・飼料指数市場の商品取引員の許

可を受ける 

通商産業大臣より東京工業品取引所石油市場の受託会員の許可を受ける 

上場廃止に伴い大阪商品取引所毛糸市場を脱退する 

上場廃止に伴い東京工業品取引所綿糸市場を脱退する 

金融監督庁長官、農林水産大臣および通商産業大臣より商品投資販売業に

おける協議法人の認可を受ける 

農林水産大臣より横浜商品取引所農産物市場の受託会員の許可を受ける 

経済産業大臣より中部商品取引所石油市場の受託会員の許可を受ける 

中部商品取引所繭糸市場を脱退する 

関西商品取引所砂糖市場および農産物・飼料指数市場を脱退する 

大阪商品取引所を脱退する 

農林水産大臣および経済産業大臣より商品取引員（第１種商品取引受託

業）の許可更新を受ける 

日本橋支店開設 

金融庁長官、農林水産大臣および経済産業大臣より商品投資販売業（協議

法人）の許可更新を受ける 

農林水産大臣より関西商品取引所水産物市場の受託会員の許可を受ける 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  月 概     要 

平成15年11月 

12月 

平成16年４月 

６月 

平成16年９月 

10月 

平成17年４月 

 

５月 

９月 

10月 

平成18年６月 

平成19年３月 

４月 

６月 

12月 

 

平成20年５月 

６月 

関西商品取引所を脱退する 

名古屋支店開設 

日本橋支店における受託業務を廃止する 

広島支店開設 

横浜商品取引所を脱退する 

福岡商品取引所での受託業務を廃止する 

農林水産省および経済産業省より改正商品取引所法による商品取引受託業

務の許可を受ける 

日本商品清算機構の清算資格取得 

盛岡支店および新潟支店を廃止する 

中部商品取引所鉄スクラップ市場加入 

資本金を22億1,000万円に増資 

名古屋支店および広島支店を廃止する 

大阪支店を大阪支社と名称変更する 

中部大阪商品取引所を脱退する 

関東財務局長より金融商品取引法施行による商品等販売業（協議法人）の 

 許可を受ける 

本社を東京都中央区新川一丁目１６番３号へ移転 

仙台支店を廃止する 



 ② 会社の目的 

(1) 商品取引所法に基づく各地商品取引所の商品取引員となり当該商品市場にお

ける上場商品（指数、オプションを含む。）の売買および売買取引の受託業

務を行う。 

(2) 鉄、非鉄金属、貴金属類の精錬・加工・分析およびこれらの地金、製品、宝

飾品の売買、輸出入、売買の仲介および売買取引の受託とそれらに関する投

資。 

(3) 次の商品に関する売買、輸出入、売買の仲介および売買取引の受託とそれら

に関する投資。 

ア．穀物、砂糖、野菜、花等農産物およびその製品。 

イ．綿花、綿糸、乾繭、生糸等繊維原料およびその製品。 

ウ．木材、合板等林産物およびその加工品。 

エ．牛肉、豚肉、鶏卵等畜産物。 

オ．エビ、マグロ等水産物。 

カ．油脂およびその原料。 

キ．ゴムおよびその加工品。 

ク．原油、天然ガス、ガソリン等石油製品。 

(4) 商品投資に係る事業の規制に関する法律に基づく商品投資販売業および商品

投資顧問業。 

(5) 海外における商品取引所の市場に上場される商品の売買、受託、取次、仲介

および代理業。 

(6) 金融先物取引法に基づく金融先物取引業。 

(7) 有価証券の売買および外国為替の取引、ならびにそれらの先物売買、受託、

取次、仲介および代理業。 

(8) 情報サービスの提供ならびに出版業務。 

(9) 不動産の売買、賃貸、仲介および管理。 

(10)損害保険代理業。 

(11)前各号に付随する一切の業務。 

 

（注）上記のうち下線部分の事業は、現在行っておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ④ 事業の内容 

   (1) 経営組織 

当社の経営組織は、次のとおりです。 

     

シ ス テ ム 業 務 部

本 店 営 業 部

株

主

総

会

監

査

役

会

管 理 部

管

理

部

門

営

業

部

門

取

締

役

会

社 長 室

商 品 フ ァ ン ド 室

監 査 部

コンプライアンス推進室

経 営 企 画 部

個人情報保護管理室

代

表

取

締

役

大 阪 支 社

福 岡 支 店

デ ィ ー ラ ー 室

資 産 運 用 部

投 資 相 談 室

インターネット事業部

総 務 部

 

 

 

 

 

 

 



   (2) 業務の内容 

当社は商品取引所法に基づき設置された商品取引所が開設する商品市場に上

場されている各種商品の売買ならびに先物取引（商品先物取引、現金決済取引

およびオプション取引。以下「商品市場における取引」という。）について、

顧客の委託を受けて執行する業務（以下「受託業務」という。）および自己の

計算に基づき執行する業務（以下「自己売買業務」という。）を主たる業務と

しております。 

 

    業務の主な内容は次のとおりです。 

(a) 主たる業務 

商品市場における取引の受託業務 

当社は、商品取引所法第 190 条第１項の規定に基づき、下記の商品市場

における取引の受託業務を行うことのできる商品取引員として、農林水産

大臣および経済産業大臣より許可を受けております。 

許可番号：農林水産省「１７総合第３４号」 

経済産業省「平成17･04･05商第３号」 

 

商品市場名 

（略称） 

 

取引所名 

農
産
物 

砂 

糖 

貴
金
属 

ア
ル
ミ 

石 

油 

ゴ 

ム 

上場商品名 

東京穀物商品取引所 
○      

小豆、一般大豆、Non-GMO大豆、 

大豆ミール、とうもろこし、アラ

ビカコーヒー生豆、ロブスタコー

ヒー生豆、とうもろこしオプショ

ン、大豆オプション 

 ○     精糖、粗糖、粗糖オプション 

東京工業品取引所 

  ○    
金、銀、白金、パラジウム、 

金オプション 

   ○   ガソリン、灯油、軽油、原油 

    ○  アルミニウム 

     ○ ゴム 

 

 

 

 

 



    (ｂ) 従たる業務 

・商品ファンド販売業 

商品投資に係る事業の規制に関する法律第３条の規定に基づき、商

品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第７条第２項第３号に掲

げる法人として、金融庁より商品投資販売業の許可を受けております。 

許可番号：関東財務局長「金商第1615号」 

 

      ・純金積立および金地金販売 

三菱商事株式会社との提携により、月々定額を積み立てて金を購入

する純金積立「フジ・ゴールド・プラン」と、金地金の販売を行って

おります。 

 

 ⑤ 営業所の状況 

 

店舗の名称 所  在  地 電話番号 

本 社 東京都中央区日本橋室町一丁目８番６号 03-3270-2211 

大 阪 支 社 大阪府大阪市中央区北浜三丁目５番22号 06-6233-2211 

東 京 支 店 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 03-3284-2211 

仙 台 支 店 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目５番22号 022-212-2211 

福 岡 支 店 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目12番６号 092-477-2211 

 

    ※本社は平成 20年 5 月 7日付けで東京都中央区新川一丁目 16番 3号に移転しており 

     ます。(電話番号 03-5543-2211) 

※仙台支店は平成 20 年 6月 30 日付けで廃止しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ⑥ 財務の概要（平成20年3月決算期） 

(a)資本金 2,210,000千円 

(b)純資産額 *1 5,296,149千円 

(c)総資産額 26,419,259千円 

(d)営業収益 3,485,044千円 

（うち、受取委託手数料） （  3,726,834千円） 

(e)経常損失 1,245,585千円 

(f)当期純利益 846,635千円 

*1 純資産額は、商品取引所法第211条第４項以外において準用する同法第

99条第７項に基づく施行規則第38条の規定により算出しております。 

注）同法第193条第２項に基づく施行規則第81条の規定により、当社が商品

取引員として求められている最低の純資産額は１億円以上です。 

 

 

 ⑦ 発行済株式総数 

発行済株式の総数    402,000,000株（平成20年3月31日現在） 

（注）当社の株式は、非上場であり、かつ店頭公開もしておりません。 

 

 

 ⑧ 主要株主名（上位10名） 

（平成20年3月31日現在） 

氏名または名称 所有株式数 

発行済株式総数に

対する所有株式数の

割合 

寺町 博 239,144,000 株 59.48％ 

日研産業株式会社 61,592,200 株 15.32％ 

株式会社コトブキ 40,000,000 株 9.95％ 

寺町 美摩 29,200,000 株 7.26％ 

フジフューチャーズ従業員持株会 14,996,800 株 3.65％ 

フジフューチャーズ株式会社 4,000,000 株 0.99％ 

定村 雅文 1,770,000 株 0.44％ 

計盛 隆澄 1,000,000 株 0.24％ 

谷口 勝美 850,000 株 0.21％ 

別府 圭一 800,000 株 0.20％ 

計 393,353,000 株 97.84％ 

 

 



 ⑨ 役員の状況 

 

役   員 

および職名 

氏  名 

生年月日 
略   歴 

所 有 

株式数 

代表取締役 

会長兼社長 

寺 町  博 

 

大正13年4月25日 

昭和25年 2月 大一工業㈱設立 

（現・日本トムソン㈱） 

昭和48年 3月 ＴＨＫ㈱設立 

昭和61年 6月 大東製機㈱社長 

平成11年 6月 当社取締役会長 

平成13年 6月 代表取締役会長 

平成16年 6月 代表取締役会長兼社長 

（現職） 

239,144,000 

取締役副会長 寺 町 美 摩 

 

昭和11年6月6日 

昭和36年 4月 天満屋入社 

昭和48年 9月 ㈱サンフード設立 

平成 4年 4月 アトラス川奈㈱設立 

平成 9年 6月 当社取締役 

平成14年 6月 取締役副会長（現職） 

29,200,000 

取締役副社長 定 村 雅 文 

 

昭和26年6月3日 

昭和50年 4月 ゼネラル貿易㈱入社 

昭和51年 4月 オハイオ州立大学留学 

昭和52年 4月 近畿ゼネラル貿易㈱出向 

昭和53年 7月 オリエント貿易㈱出向 

昭和56年 4月 ファースト貿易㈱入社 

昭和60年 3月 マルホ宝商品㈱入社 

平成 1年 4月 太陽ゼネラル㈱入社 

平成 3年 6月 取締役 

平成 5年 4月 ワールド交易㈱取締役 

平成 6年 5月 当社入社 

平成 6年 6月 専務取締役 

平成14年 6月 取締役副社長 

平成15年 4月 代表取締役社長 

平成16年 6月 取締役副社長（現職） 

1,770,000 

専務取締役 

（営業本部長） 

計 盛 隆 澄 

 

昭和31年5月27日 

昭和55年 4月 オリエント貿易㈱入社 

昭和56年 4月 ファースト貿易㈱入社 

昭和60年 6月 マルホ宝商品㈱入社 

平成 1年 4月 太陽ゼネラル㈱入社 

平成 6年 4月 当社入社 

平成13年 6月 取締役 

平成15年 6月 常務取締役 

平成19年 6月 専務取締役（現職） 

1,000,000 

 

 

 

 

 

 

  



役   員 

および職名 

氏  名 

生年月日 
略   歴 

所 有 

株式数 

専務取締役 

（管理本部長） 

下 川 富 士 雄 

 

昭和28年1月7日 

昭和51年 4月 ㈱住友銀行入社 

平成14年 5月 新都市ハウス販売㈱入社 

平成15年11月 当社入社 

平成16年 6月 取締役 

平成17年 6月 常務取締役 

平成19年 6月 専務取締役（現職） 

275,000 

専務取締役 

（社長室長） 

有 宗 良 治 

 

昭和30年4月14日 

昭和53年 4月 大和証券㈱入社 

昭和62年10月 シュローダー証券㈱入社 

平成 5年 1月 スイス銀証券㈱入社 

平成 7年10月 クレスベール証券㈱入社 

平成11年11月 エヌシーエス証券㈱入社 

平成12年 4月 三洋投信委託㈱入社 

平成14年 7月 イビサ証券㈱入社 

平成15年 3月 ＴＦＧ証券㈱入社 

平成16年 4月 インター・ベンチャートラス 

ト㈱入社 

平成17年 3月 当社取締役 

平成17年 6月 常務取締役 

平成19年 6月 専務取締役（現職） 

275,000 

取締役 

（会長室長） 

小 谷 田 麻 由 

 

昭和33年1月28日 

昭和57年 4月 日本歯科大学矯正科勤務 

昭和61年 9月 菅原歯科医院開設 

平成 2年12月 医療法人社団審美会 

副理事長就任 

平成 5年 7月 ㈱アトラス川奈 

代表取締役就任 

平成13年 6月 当社監査役 

平成16年 6月 取締役（現職） 

── 

取締役 

（大阪支社長） 

谷 口 勝 美 

 

昭和29年1月1日 

昭和50年 7月 ㈱黒田五十二萬石入社 

昭和53年 7月 オリエント貿易㈱入社 

昭和56年 3月 ファースト貿易㈱入社 

昭和61年 3月 ダイナース㈱入社 

昭和61年11月 ㈱山三商会入社 

昭和63年 9月 マルホ宝商品㈱入社 

平成 1年 4月 太陽ゼネラル㈱入社 

平成 6年 5月 当社入社 

平成13年 6月 取締役（現職） 

850,000 

取締役 

（仙台支店長） 

吉 田 晴 満 

 

昭和35年1月8日 

昭和55年 4月 日本機材貿易㈱入社 

昭和55年10月 アラビア商事㈱入社 

昭和57年 9月 協栄物産㈱入社 

昭和61年 7月 当社入社 

平成13年 6月 取締役（現職） 

800,000 

 



役   員 

および職名 

氏  名 

生年月日 
略   歴 

所 有 

株式数 

取締役 

（第一東京支店長） 

別 府 圭 一 

 

昭和37年12月24日 

昭和60年 4月 太陽ゼネラル㈱入社 

平成 7年 4月 山大商事㈱入社 

平成 8年 9月 当社入社 

平成13年 6月 取締役（現職） 

800,000 

取締役 

（本社事業部長） 

月 原 茂 博 

 

昭和33年10月16日 

昭和55年10月 近畿ゼネラル貿易㈱入社 

昭和57年 2月 太陽ゼネラル㈱出向 

平成 7年 4月山大商事㈱入社 

平成 8年 9月 当社入社 

平成15年 8月 当社本社事業部長 

平成17年 6月 当社取締役（現職） 

400,000 

監査役 

（常勤） 

田 中 三 四 郎 

 

昭和24年3月23日 

昭和47年 4月 ㈱北辰広告入社 

昭和57年 1月 ㈱アド・バイオ設立 

代表取締役就任（現職） 

平成16年 6月 当社取締役 

平成17年 6月 当社監査役（現職） 

―― 

監査役 

（非常勤） 

花 本 洋 二 

 

昭和41年3月5日 

昭和63年 4月 ㈱広島全日空ホテル入社 

平成 3年12月 ㈱アトラス川奈入社（現職） 

平成16年 6月 当社監査役（現職） 

―― 

監査役 
（非常勤） 

塩  屋  博  之 

 

昭和43 年7 月30 日 

昭和63年 4月 ㈱プリンスホテル入社 

昭和63年10月 アトラス川奈㈱入社 

平成14年 7月 同社取締役 （現職） 

平成17年 5月 ㈱コトブキ取締役 （現職） 

平成18年 6月 当社監査役 （現職） 

── 

 

 

 ⑩ 従業員の状況（平成20年3月31日現在） 

 

 総 計 
男 女 別 営業・非営業 

男 女 営 業 非営業 

従 業 員 数 291 人 238 人 53 人 169 人 122 人 

平 均 年 齢 40.5 歳 42.2 歳 32.7 歳 42.2 歳 38.0 歳 

平 均 勤 続 年 数 7.7 年 7.8 年 7.2 年 5.5 年 10.7 年 

外 務 員 数 221 人 210 人 11 人 167 人 54 人 

 

 

 



２．営業の概況 

 

 ① 営業方針 

フジフューチャーズは、「顧客と共に繁栄する」をモットーに、『投資家第一

主義』を実践しています。“お客様の利益に貢献し、喜んでいただくには当社は

何をすべきか”を常に考え、皆様に信頼される商品取引員として的確な提案、商

品開発、情報提供などのサービスの充実を心がけています。 

そして皆様の資産の形成に寄与するために、当社は取引の公正性の確保や、投

資家の皆様を保護するための法令・規定等、商品先物取引のルールを厳格に遵守

し、それを実行するための内部管理体制をさらに強化、確立してまいります。 

また当社は、独自の情報ネットワークや、多岐にわたる相場分析手法を駆使し、

ますます高度化・多様化するニーズにお応えしています。皆様の大切な資産を守

り形成していくために、常に将来を予測し続け、最適なリスクヘッジ手段・最新

情報のご提供、プロの視点からの投資アドバイスなど、投資家の皆様によりご満

足していただけるよう、日々努力しています。 

 

 

 ② 当社および当業界を取り巻く環境 

当事業年度におけるわが国経済は、デフレ傾向に回復の兆しが見えてきた

ものの、国際的な金属や原油といった資源価格、食糧価格の高騰により、国

民経済に多大な影響が波及しつつあります。 

    商品先物業界においては、NY 市場の金価格・原油価格が史上最高値を更

新。また、とうもろこしや非遺伝子組換え大豆（Non-GMO 大豆）も前年に引

続き活況を呈しましたが、全国商品取引所における出来高は 7,107 万枚と、

前年度比 16.45%減となり、平成 16 年 3 月期の 1 億 5,579 万枚をピークに下

降を続け、2 期連続で 1 億枚を下回っています。新たにスタートした金ミニ

取引を除き、前年度を上回ったのは Non-GMO 大豆、とうもろこし、パラジウ

ムの 3 銘柄にとどまっています。 

    先の改正法令等の施行における影響や、米国サブプライムローン問題の影

響を受け出来高が低迷しました。一方、上級外務員制度の導入や、取引の

24 時間化へのステップとして東京工業品取引所のザラバ銘柄の取引時間を

延長するなど、コンプライアンスやグローバル化を視野に積極的な対応も進

められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



③営業の経過及び成果 
（１）受取手数料部門 

   当事業年度は、業界の将来を見据え、全社をあげて組織再構築とゆるぎない財務

基盤の確立に主眼をおきましたが、委託売買高が 4,973,270 枚（前年比 10.2％増）

受取手数料は 3,726,834 千円（前年比 7.0％減）となりました。 

 

（２）売買損益部門 

   自己損益は、収益の向上に主眼をおいて慎重に取り組みましたが、農産物市場、

貴金属市場及び石油市場で損失を計上し、その他の売買損益等と合わせて 241,790

千円の損となりました。 

 

   以上の結果、当期の営業収益は 3,485,044 千円（前年比 4.7％増）となり、営業

費用が 4,751,918 千円（前年比 1.2％増）となったため、営業損失は 1,266,874 千

円となりました。 

  経常損失は 1,245,585 千円、当期純利益は 846,635 千円となりました。 

 

   当事業年度における受取手数料及び売買損益は、次のとおりであります。 
 
 
 
 



（ａ)受取手数料

（自 平成19年4月 1日）

（至 平成20年3月31日）

商品先物取引

農産物市場 1,373,125

砂 糖 市 場 46,871

貴金属市場 1,531,975

ｱﾙﾐﾆｳﾑ市場 2,236

石 油 市 場 503,329

第４６期

　　　　　　　（単位：千円）

　　　期　　　別

商品市場名

石 油 市 場 503,329

ゴ ム 市 場 274,950

3,732,489

未収収益計上額 △ 5,654

△ 5,654

3,726,834

（注）

１．消費税は含まれておりません。

２．千円未満は切り捨てて表示しております。

小　　　　　　計

合　　　　　　計

小　　　　　　計



（ｂ)売買損益

商品先物取引決済損益

農産物市場 △ 30,782

砂 糖 市 場 701

貴金属市場 △ 133,040

ｱﾙﾐﾆｳﾑ市場 1

石 油 市 場 △ 77,884

　　　（単位：千円）

第４６期　　　期　　　別

商品市場名

（自　平成19年4月 1日）

（至　平成20年3月31日）

石 油 市 場 △ 77,884

ゴ ム 市 場 △ 2,511

そ の 他 △ 34

△ 243,550

商品先物取引評価損益 1,705

商品売買損益 55

その他の売買損益

△ 241,790

（注）

１．商品先物取引の売買損益は、オプション取引に係る金額を含めて

計算しております。 （当期、オプション取引はございません。）

２．消費税は含まれておりません。

３．千円未満は切り捨てて表示しております。

小　　　　　　計

合　　　　　　計



（ｃ)売買高

　 内

　　　　 訳

商品先物取引

農 産 物 市 場 1,395,237 50,832 1,446,069

貴 金 属 市 場 1,966,988 266,768 2,233,756

ｱ ﾙ ﾐ ﾆ ｳ ﾑ 市 場 4,693 10 4,703

石 油 市 場 983,460 247,819 1,231,279

　　　　　　　（単位：枚）

　　　期　　　別 第４６期

（自　平成19年4月 1日）

（至　平成20年3月31日）

商品市場名 委　　託 自　　己 合　　計

石 油 市 場 983,460 247,819 1,231,279

ゴ ム 市 場 575,497 49,609 625,106

砂 糖 市 場 47,395 2,818 50,213

4,973,270 617,856 5,591,126

（注）

売買高にはオプション取引に係る売買高を含めております。また受渡しによる

決済数量は含まれておりません。

（当期、オプション取引はございません。）

合　　　　　　計



 ④ 対処すべき課題 

商品先物取引業界を取り巻く環境は、法令だけを見ても改正商品取引所法をはじ

めとして個人情報保護法、会社法、金融商品取引法など大きな変化が訪れています。

この変化の中で健全で適正な効率の高い企業活動により確実に業績を向上させてい

くために、当社は対処すべき経営課題を生産性の向上、付加価値の高いサービスの

提供、戦略機能の充実、組織機能の見直し、コンプライアンスの徹底と捉え、次の

戦略施策に取り組んでいます。 

①組織営業部門の抜本的改革 

昨年8月にインターネットによる一般委託者向けサービスツール「ウィンザー

＋」を立ち上げ、同年12月にはそれまでのパソコンによるサービスに加えモバイ

ルサービスの取り扱いを開始しました。引き続き「ウィンザー＋」の普及に努め、

今後予定されている取引時間の延長に速やかに対応できる体制の構築を目指しま

す。 

②ネット事業部門のてこ入れ 

「ヴィーナス」の業界ナンバーワンの顧客基盤を活用するため、さらなるブラ

ンド力の強化と、顧客のニーズに沿ったシステムの改善・取扱商品の拡充に取り

組んでまいります。 

③内勤部門の改革 

     昨年から手掛けている各種人事制度改革と組織再編をさらに推し進め、内勤

業務の一層のスリム化と効率化を図ります。 

④成長戦略 

     成長戦略実現に向けた取り組みとして、昨年、本社売却と拠点の再編成を実

行に移しました。第47期は、この一年間を当社の将来の命運を左右する重要な

年と位置づけ、経営資源の選択と集中をさらに推し進め、飛躍への基礎固めを

行います。 

⑤経営企画機能の充実 

     経営戦略を実行に移す部門として昨年4月に経営企画部を新設し、戦略や方針

のスピーディな浸透と各部署の強みの共有・活用の拡大を図りました。第47期

は、セミナー・ホームページ等様々な営業支援ツールを活用し、その企画・運

用を行い、営業活動を強力にサポートしてまいります。 

⑥ＩＴ企画機能、構築機能の拡充 

     昨年は当社基幹システム導入のため開発を主に手掛けました。今期は24時間

マーケットへの移行・取引所システムの高速化を控え、システム企画部門の一

層の強化を図ります。 

⑦コンプライアンスの徹底 

     昨年4月にコンプライアンス推進室の設置と社員行動規範の制定を行い、毎月

の外務員セミナー、隔月の社員研修などを実施することにより、合理的な企業

行動を行い説明責任を果たす企業のあり方の構築を図りました。今後も引き続



き、コンプライアンス体制整備による会社の信用力強化を最重要課題として取

り組んでまいります。 

 

また、これらの戦略施策を確実に実現する経営管理体制の構築のために、予算実

行体制として予算管理の体制および予算統制プロセスの確立を、内部統制システム

としてコンプライアンス体制の確立の構築を目指します。 

今後とも時代の変化や顧客ニーズに応え、投資家と市場をつなぐ媒介者としての

役割を果たし、確固たる地位を築くことに積極的に努力してまいる所存でございま

す。株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤受託業務管理規則 

受託業務管理規則 
               

フジフューチャーズ株式会社 
 
（目的） 
第１条 この規則は、顧客の自己責任原則の徹底を図りつつ、適正な受託業務を遂行す 
るため、その運営及び管理について必要な事項を定める。 

 
（制定及び改正） 
第２条 この規則の制定及び改正は、取締役会の決議を経て行う。 
 
（責任の所在） 
第３条  受託業務に係る経営上の責任は、取締役が負うものとする。 
 
（管理担当班の設置） 
第４条 当社は、この規則の適切な運営及び受託業務に係る責任の明確化を図るため、 
管理担当班を設置し、責任者を置くものとする。 
(1) 総括管理責任者は管理担当取締役とし、本規則に基づき本店及び支店の受託業務 
の適切な運営を指揮・総括する。 

(2) 副総括管理責任者は総括管理責任者が任命した管理部門の者とし、総括管理責任 
者の指示に基づき法令諸規則並びに管理規則の遵守状況の点検・指導を行うと共に 
統括管理責任者の職務について掌握、指導する。又、総括管理責任者不在の場合は 
その職務を代行し、所定の審査事項については速やかに総括管理責任者に報告する。 

(3) 本店及び支店の管理担当班は、管理部門の者を統括管理責任者とし、１名以上を 
もって構成し、本店管理部の指示に基づいて業務を遂行する。また、所定の審査事項、

精査内容、苦情申出等については速やかに副総括管理責任者に報告する。 
(4) 管理担当班は、苦情・紛争が発生した場合、必要に応じて営業部門への調査権を 
有するものとする。 

 
（投資可能資金額の定義） 
第５条 投資可能資金額とは、顧客自らが申告した損失を被っても生活に支障のない範 

囲で取引証拠金等として差入れ可能な資金総額のことであり、商品先物取引によって 
発生した損失額等を差引いた額をいう。 
 



２ 顧客に投資可能資金額の申告を求める際は、前項の定義を十分に説明し、理解さ 
せた上で投資可能資金額の申出を受けるものとする。 

（迷惑勧誘に関する対応） 
第６条 当社は、顧客への迷惑勧誘を防止するため、次に定める勧誘を行わない。但し、 
顧客から指定された場合はその限りではない。 
(1) 当該顧客が就寝していると推測される時間帯（ＰＭ9 時からＡＭ8 時）の勧誘 
(2) 当該顧客から勧誘を行わないよう依頼のあった時間帯、場所、方法での勧誘 
(3) 当該顧客の意思に反する長時間（３時間超える）に亘る勧誘 
(4) 当該顧客を威圧し、困惑させ、又は不安の念を生じさせるような勧誘 

 
(勧誘の際の告知及び意思確認) 
第７条 当社は、登録外務員による電話、訪問等により商品先物取引の委託の勧誘にあ 
たっては、勧誘に先立って、顧客に対して、会社名、外務員名及び目的を告知するこ 
ととする。 

２ 当社は前項の告知を行い、顧客に勧誘を受ける意思を確認し、取引をする意思表示 
をした者について記録を作成し、これを取引終了後３年間保管する。 

３ 当社は、委託を行わない旨の意思を表示した者（勧誘を受ける意思のない者を含む。）

については記録を作成し、再勧誘は行わないものとする。また、当該申出のあった者 
については、電話発信規制システムへの登録を行うことで再勧誘の防止に対応するこ 
ととする。 

 
（適合性の審査） 
第８条 受託における適合性の審査は、担当営業社員が「委託のガイド受領書」、「リスク 

確認書」、「取引証拠金の種類」、「相場予測が外れた時の対処の仕方」、「商品取引員の 
禁止行為について・委託手数料について」、「お客様理解度アンケート」、及び「口座設 
定申込書」の書面を添えて、受託前に予め管理担当班に報告し、審査を受けることとし、

その手続きの最終審査者は総括管理責任者とする。 
２ 当社は、受託適否の審査終了後でなければ、約諾書の差入れ、証拠金の受入れ、取 

引の受注を行わない。 
３ 受託における適合性の審査の判断基準として下記の項目を定める。 

(1) 商品先物取引の理解度 
(2) 社会的経験度 
(3) 資産及び収入 
(4) 投資可能資金額 

 (5)  受託契約を締結する目的 
 



４ 勧誘及び適合性の審査の過程で顧客が適合性を有しないことが判明した場合には、 
直ちに勧誘を中止する。 

５ 当社は、審査結果の記録事項を、審査日、審査者、適否の最終審査者、判断の理由 
及び根拠等と定め、これらを事前審査録に記録し、これを本店管理部にて取引終了後 
３年間保管する。 

 
（常に不適当と認められる勧誘） 
第９条 当社は、次の第１号乃至第５号に該当する者を常に不適当な者と判断し、一切 
の商品先物取引の委託の勧誘及び受託を行わない。 
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者及び認 
知障害の認められる者に対する勧誘 

(2) 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者 
(3) 長期療養者 
(4) 破産者で復権を得ない者 
(5) 商品先物取引を借入れにより行おうとする者 

 (6) 元本欠損又は元本を上回る損失が生ずるおそれのある取引をしたくない者 
２ 取引中の顧客が、前項各号に該当することが判明した場合は、新たな取引の勧誘は 

行わないものとし、必要な措置を講ずる。 
 
（原則として不適当と認められる勧誘） 
第 10 条 当社は、次の第１号乃至第３号に該当する者に対しては、原則として商品先物 

取引の委託の勧誘及び受託を行わない。但し、次条に定める要件を満たす場合にあっ 
てはこの限りでない。 
(1) 給与所得等の定期的所得以外の所得である年金、恩給、退職金、保険金等により生 
計をたてている者（年金等の収入が収入全体の過半を占めている） 

(2) 一定以上（年間５００万円以上）の所得を有しない者 
(3) 一定以上（７５歳以上）の高齢者 
(4) 投資可能資金額を超える取引証拠金等を必要とする取引を行おうとする者 

２ 前項各号に該当しない者であっても、総括管理責任者が、その者の資金力、理解度 
等からみて商品先物取引を行うにふさわしくないと判断した者に対しては、委託の勧 
誘を行わない。 

３ 当社は、70 歳以上 75 歳未満の高齢者については、契約に先立って副総括管理責任者が、

電話又は面談により事前審査を行なう。 
 
 
 



（原則として不適当と認められない例外の勧誘） 
第１１条 前条第１項各号に該当する者で、本人から取引をしたい旨の申出があった場合、 

顧客自らが適合性原則に照らして「原則として、不適当と認められる勧誘」の対象者 
であることを理解しているとともに、以下に掲げる例外要件を自ら満たすことを確認 
する旨の自書による申出書があり、例外の要件を満たした上で、商品取引の仕組み、 
リスク等を十分理解し、取引をするにふさわしいと管理担当班が判断し、総括管理責 
任者が認めた場合はこの限りではない。 
(1) 前条第１項第１号及び第２号に該当する者は、本人から取引をしたい旨を明記し、

顧客が申告した投資可能資金額の裏付けとなる資産を記載した自書による申出書があ 
ること。 
(2) 前条第１項第３号に該当する場合は、本人から取引をしたい旨を明記した自書に 
よる申出書があり、下記の①及び②又は③に該当し、管理担当班が認めた者 
① 「理解度テスト」により、商品先物取引の仕組み、リスク等を的確かつ十分に理 
解していると認められる者 

② 商品先物取引の経験が直近の３年以内に延べ９０日以上有する者 
③ 証券取引における信用取引又は外国為替証拠金取引の取引経験が直近の３年以 
内に延べ１８０日以上有する者 

 (3) 前条第１項第４号に該当する場合は、下記の事項を記載した申出書があること。 
① 顧客自ら投資可能資金額を超えて取引をしたい旨 
② 新たな投資可能資金額が損失しても生活に支障のない範囲で設定されている旨 
③ 新たな投資可能資金額の裏付けとなる資産を有している旨 

２ 取引中の顧客が、前条第１項第１号及び第２号に該当することが判明した場合は本 
条第１項第１号の要件を満たし、また前条第１項第３号に該当することが判明した場 
合は本条第１項第２号の要件を満たし、管理担当班が電話又は面談により審査し、総 
括管理責任者が認めた場合はこの限りではない。 

３ 取引中の顧客が前条第１項第１号及び第２号に該当することが判明した場合、顧客 
の情報を更新するものとする。 

４ 当該審査記録に関しては、第８条第５項に準ずるものとする。 
 
（勧誘の際の説明義務） 
第１２条 商品先物取引の委託の勧誘にあたっては、「商品先物取引・委託のガイド」等を 
事前に交付した上で、以下に掲げる事項について、まず第 1 号、第２号及び第３号に 
ついて説明し、その理解を書面により確認した後で第４号以下の事項を説明し、再度 
その理解を書面により確認するものとする。 
 
 



(1) 商品先物取引は、現物の取引とは異なり、商品先物取引の担保として預託しなけ 
ればならない商品取引所法で定める取引証拠金等の１０～３０倍程度の額の取引を 
行うものであり、相場の変動幅が小さくとも取引額全体では大きな額の変動が生ず 
るハイリスク・ハイリターンの取引であること。 

 (2) 商品先物取引は、預託した取引証拠金等が相場の変動によって短期間に減損する 
おそれがあり、預託した取引証拠金等の全額を上回る損失が発生するおそれがある 
こと。 

  (3) 相場の変動により損失が一定以上になった場合に、損失を確定させずに取引を継 
続したいのであれば、追加的な取引証拠金等を預託する必要があること。 

(4) 取引証拠金等に関する事項 
(5) 委託手数料に関する事項 
(6) 禁止行為の概要及び当該行為が禁止されている趣旨 
(7) その他商品取引所法施行規則第 104 条に定める事項 

２ 本条第１項の説明に加えて、「リスク確認書」、「取引証拠金の種類」、「相場予測が外 
れた時の対処の仕方」及び「商品取引員の禁止行為・委託手数料について」の書面を 
併せて説明交付するものとし、当該書面の受領書並びに「お客様理解度アンケート」 
の差入れを受けるものとする。 

 
（取引意思の確認） 
第 13 条 当社は、顧客の取引意思及び取引に対する主体性を確認するため、契約に先立 

って、次の事項を記載した「口座設定申込書」を徴収することとする。 
 (1) 氏名、性別、生年月日、家族構成、自宅住所及び連絡先 
 (2) 職業、勤務先名、役職名及び勤務先住所 
 (3) 収入及び資産状況 
 (4) 商品先物取引、証券取引及び外国為替証拠金取引の経験の有無 
 (5) 投資可能資金額 
 (6) 受託契約を締結する目的 
 (7) その他必要と認める事項 
２ 当社は、売買の都度、売買報告書及び売買計算書を送付する他、電話又は適切な手 
段により売買内容を報告し、顧客の取引意思を確認する。 

３ 契約時の取引意思の確認と同時に、顧客に対して本人確認を行い、本人確認書類を 
徴収する。 
 
 
 
 



４ 顧客の属性については、次の事項を記載した「顧客カード」を作成する。 
 (1) 氏名、性別、生年月日、家族構成、自宅住所及び連絡先住所 
 (2) 職業、勤務先名、役職名及び勤務先住所 
 (3) 収入及び資産状況 
 (4) 商品先物取引、その他の投資取引の経験の有無 
 (5) 投資可能資金額 
 (6) その他必要と認める事項 
５ 顧客の属性について、「口座設定申込書」の審査及び、担当営業社員からの報告により、

顧客に関する情報の変更があった場合、速やかに情報を更新することとする。 
６ 顧客カードの原本は、本店管理部に備え付けることとし、当該支店には写しを備え 
付けるものとする。 
 

（未経験者等の取引に係る管理措置） 
第 14 条 当社は、商品先物取引に参入するにふさわしい健全な顧客層の拡大を図るため、

商品先物取引の経験の無い者については、３ヶ月間の習熟期間を設け、次に掲げる保 
護育成措置を講ずることとする。なお、商品先物取引の経験の無い者とは、商品先物 
取引の経験が直近の３年以内に延べ９０日以上有しない者をいう。 

 (1) 取引にあたっては、第 12 条に定める説明を行うことにより、商品先物取引につい 
ての十分な理解と認識を求めること。 

 (2) 取引にあたっては、特に取引追証拠金及び損失が発生した場合についての理解を 
求め、余裕資金を保持した取引を励行させるとともに、当該顧客の資金力、取引経 
験等からみて明らかに不相応と判断される売買取引については、これを抑制する等 
の措置を講ずること。 

 (3) 習熟期間中の顧客については、商品先物取引を十分理解したうえ、円滑な取引が 
行われるよう、次の事項について「取引経過アンケート」調査を行う。調査結果に 
より取引指導が必要な場合は、管理担当班が必要な知識の啓蒙と普及に努める。 

  ① 売買注文は自身の判断と責任で行うことについて 
  ② 売買報告書をその都度確認することについて 
  ③ 残高照合通知書を毎月確認することについて 
  ④ 担当者との連絡状況が良好か否かについて 
  ⑤ その他必要と認める事項について 
 (4) 習熟期間中の顧客から売買の受託を行うにあたっては、顧客の保護と育成を図る 

ため、当該顧客の資質、資力等を考慮のうえ、相応の取引証拠金の範囲内において、

次の要領により受託を行うこと。 
 
 



   顧客自身が「口座設定申込書」上で定めた投資可能資金額の３分の１の範囲内の 
建玉枚数（１枚あたりの取引本証拠金で除した数量）を上限と定める。但し、総括 
管理責任者が次に定める事項により、正当な理由があると認めた場合はこの限りで 
ない。 
① 副総括管理責任者が顧客の商品先物取引の仕組み、リスク等を「理解度テスト」 

により、十分習熟したと客観的に認められる者。 
② 未経験者保護のための取引量を制限する措置が設けられていること及び例外要 

件を理解しているとともに自らが例外要件を満たすことについて確認する旨の自 
書による申出書があること。 

２ 当該審査記録の保管に関しては、第８条第５項に準ずるものとする。 
 
（顧客に対する誠実公正義務） 
第 15 条 顧客の指示及び依頼に対しては、誠実かつ公正に業務を遂行すること。 
 
（不正資金の流入防止） 
第１６条 当社は、公金取扱者等による不正資金の流入を防止するため、必要な管理措 
置を講ずることとする。 
(1) 公金取扱者とは、銀行、信用金庫、郵政公社等の金融機関に勤務する者、農業、 
漁業等の協同組合、地方公共団体、一般企業等における経理・財務担当者並びに自 
己の資金以外の金銭または有価証券を取り扱う者をいう。 

 (2) 前号に掲げる者からの受託に際しては、自己資金の範囲内で取引を行う旨の書面 
の差し入れを受けること。 

 (3) 統括管理責任者は本条第 1 項第１号に該当する顧客に対し、受託後速やかに面談し、

商品先物取引の一層の理解を求めるとともに自己資金の範囲内で余裕のある取引を 
するよう啓蒙する。 

 (4) 統括管理責任者は、面談内容を顧客面談記録に記載し、総括管理責任者に報告する。 
(5) 副総括管理責任者は、本条第 1 項第１号に該当する顧客の入金累計が一定額を超 
えることとなった場合は、当該顧客と面談のうえ、投下資金の内容について調査を 
行い、面談結果について記録を作成し、総括管理責任者に報告する。記録は総括管 
理責任者が取引終了後３年間保管すること。 

(6) 総括管理責任者は、副総括管理責任者の報告及び顧客面談記録に基づき審査し、 
取引の継続、停止等の措置を速やかに決定する。不正資金の流入が確認された顧客 
については、総括管理責任者が直ちに建玉決済を当該顧客に要請し、清算すること。 

 
 
 



（委託者との入出金に係る管理措置） 
第 17 条 顧客との入出金での事故防止のため、下記の項目を定める。 

(1) 顧客との間の入金及び出金は原則として振込みにより行うこととする。やむを得 
ず現金の受渡しを行う必要がある場合については顧客ごとにその必要性等について 
個別に審査して判断することとする。 

(2) 取引証拠金等を現金により受領する場合には、あらかじめ金額を記載した取引証 
拠金預り証の交付と同時に行うこととする。 

(3) 外務員が顧客から現金で入出金したときは、当該外務員以外の役職員が、当該顧 
客に対し、入出金の額、日時、担当外務員の氏名等について確認することとする。 

(4) 現金の授受に当たっては、原則複数の役職員で対応することとし、やむを得ず一人 
の外務員で対応する場合には、営業部門の責任者又は支店長の承認を得ることとする。 

  但し、営業部門の責任者又は支店長が不在の場合は次席の者が代行することが出来る。 
 
（取引本証拠金の額と適用範囲） 
第１８条 取引本証拠金の額は、取引所が定める取引本証拠金基準額と同額とし、その 
適用範囲は、当社に商品先物取引を委託している全ての顧客及び当社が受託している 
商品先物取引所で上場している商品並びに商品指数とする。但し、当社が定める取引 
本証拠金は、商品市場の状況の変化等により、当社が必要と判断した場合には一定額 
を増額することがある。なお、取引本証拠金の額等に係る社内責任者は総括管理責任 
者とし、その内容について顧客及び社内に周知徹底するとともに記録は３年間保存す 
ること。 

 
（受託業務における禁止事項） 
第１９条 商品先物取引の委託の勧誘及び受託にあたっては、商品取引所法、同施行規則、

受託契約準則及び日商協「受託等業務に関する規則」に定める禁止行為をしてはなら 
ない。 

 
（違反者に対する制裁） 
第２０条 前条に定める受託等業務に関する禁止事項に抵触した者に対して、営業部は就 

業規則、投資相談室は登録外務員雇用契約書に基づき運用する。 
 
（広告、宣伝に係る管理措置） 
第２１条 当社は、受託等業務の手段として印刷物、マス媒体、宣伝用物品の頒布等によ 
る広告、宣伝を行うときは、表示及び方法を適正に行うため、広告管理委員会を設置し、

実施に先立って社内審査を行うものとする。又、更新を行なうときも同様とする。 
 



２ 広告管理委員会は管理担当取締役、管理部部長、及び総務部部長の３名をもって構 
成し、その広告管理責任者は管理担当取締役とする。 

 
（日本商品先物取引協会への届出） 
第２２条 この規則は、日本商品先物取引協会へ届け出るものとする。これを変更したと 
きも同様とする。 

 
（対面取引と電子取引を併用する取引） 
第２３条 対面取引と電子取引を併用する取引 Windsor+（ウィンザープラス）は本受託 
業務管理規則によるものとする。 

2 Windsor+（ウィンザープラス）を利用する顧客のＩＤ、パスワードは管理部管理課 
で管理する。 
 

（電子取引） 
第２４条 電子取引 Venus（ヴィーナス）は、別に定める「電子取引受託業務管理規則」 

によるものとする。 
 
附則：この規則は平成１０年９月１日から実施する。 

附則：この改正は平成１１年８月１日から実施する。 

第３条を改正。第 13 条を新設。 

附則：この改正は平成１４年１月１日から実施する。 

第４条、第５条、第７条、第８条を改正。第 15条を新設。 

附則：この改正は平成１４年７月１日から実施する。 

第３条を改正。 

附則：この改正は平成１５年４月１日から実施する。 

第３条、第４条、第 10条、第 13 条を改正。 

附則：この改正は平成１５年６月６日から実施する。 

第 11条を新設。旧第 11条以下条文を繰り下げる。 

附則：この改正は平成１６年９月１日から実施する。 

第３条を改正。 

附則：この改正は平成１７年 5月 1日から実施する。 

第４条、第 5条、第 7条、第 8条を新設。 

第３条を一部改正、旧第５条を第６条、旧第７条を第 10 条、旧第８条を第 11条 

とし一部改正。 

 

 



旧第６条を第９条、旧第９条を第 12条、旧第 10条を第 13条、旧第 11条を第 14 条、

旧第 12 条を第 15 条、旧第 13条を第 16条、旧第 14 条を第 17 条、旧第 15 条を第 18

条、旧第 16 条を第１９条とする。 

附則：この改正は平成１７年７月１９日から実施する。 

第３条、第５条、第 11条を新設。 

旧第 12 条を第 15 条、旧第 14条を第 17条、旧第 15 条を第 18 条、旧第 16条を 

第 19 条、旧第 17 条を第 20 条、旧第 18 条を第 21 条、旧第 19 条を第 22 条とする。 

旧第３条を第４条、旧第４条を第９条、旧第５条を第 10 条、旧第６条を第８条、 

旧第８条を第６条、旧第９条を第 12条、旧第 10条を第 13条、旧第 11条を第 14 条、

旧第 13 条を第 16 条とし一部改正。 

第２条、第７条を一部改正。 

附則：この改正は平成１９年１月４日から実施する。 

第４条、第５条の一部を改正。 

第 8条第 1項を削除。第 2項を第 1項とし一部改正。 

第 8条第３項を第 2項と第 4項を第 3項と読み替える。 

第 8条第 5項を削除。第 6項を第 4項と読み替える。 

第 8条第 7項を削除。第 8項を第 5項と読み替える。 

第 10条第 3項、第 4項の一部を改正。第 11条第 1項、第 2項の一部を改正。 

第 12条第 2項の一部を改正。 

第 13条第 4項、第 5項、第 6項を新設。 

第 14条、第 16条、第 17条、第 19条、第 20条の一部を改正。 

附則：第 4条、第 8条、第 9条、第 10条、第 11条、第 12条、第 13条、第 14条、 

第 16条、第 17条、第 20条を改正 

第 22条を新設及び旧第 22 条を第 23 条として改正 

平成 19 年 9 月 30 日から実施。 

附則：第 12 条第 2項を改正。 

第 17条を新設。 

旧第 17 条を第 18 条、旧第 18条を第 19条、旧第 19 条を第 20 条とする。 

第 20条を第 21条として改正、 

旧第 21 条を第 22 条、旧第 22条を第 23条、旧第 23 条を第 24 条とする。 

平成 20 年 1 月 4日から実施。 



受託業務管理規則（電子取引 Venus） 
 

フジフューチャーズ株式会社 
 
（目的） 
第１条 この規則は、電子取引 Venus（ヴィーナス）の顧客について、適正な受託業務を

遂行するため、その運営及び管理について必要な事項を定める。 
 
（制定及び改正） 
第２条 この規則の制定及び改正は、取締役会の決議を経て行う。 
 
（責任の所在） 
第３条  受託業務に係る経営上の責任は、取締役が負うものとする。 

 
（管理担当班の設置） 
第４条 当社は、この規則の適切な運営及び受託業務に係る責任の明確化を図るため、管

理担当班を設置し、責任者を置くものとする。 
（1）総括管理責任者は管理担当取締役とし、本規則に基づき電子取引 Venus（ヴィーナ

ス）における受託業務の適切な運営を指揮・総括する。 
 （2）副総括管理責任者は総括管理責任者が任命した管理部門の者とし、総括管理責任者

の指示に基づき法令諸規則並びに管理規則の遵守状況の点検・指導を行うとともに

統括管理責任者の職務について掌握、指導する。又、総括管理責任者不在の場合は

その職務を代理し、所定の審査事項について速やかに総括管理責任者に報告する。 
（3）管理担当班は、管理部門の者を統括管理責任者とし、１名以上をもって構成し、本

店管理部の指示に基づいて業務を遂行する。又、所定の審査事項、精査内容、苦情

申出等について速やかに副総括責任者に報告する。 
（4）管理担当班は、苦情・紛争が発生した場合、必要に応じて担当部門への調査権を有

するものとする。 
 

（勧誘に関する対応） 
第５条 当社は、電子取引 Venus（ヴィーナス）において商品先物取引の委託の勧誘を行

わない。 
 
 



（取引意思の確認） 
第６条 当社は、顧客の取引意思を確認するため、契約に先立って、次の書面又は電子デ

ータを徴収することとする。 
（1）氏名、性別、職業、年齢、商品先物取引・証券取引・外国為替証拠金取引等、他の

金融商品に関する取引経験の有無等を記載した「資料請求書」又は「口座開設申込

書」 
（2）「電子取引に関するお取決め事項」を熟読して理解できた旨を記載した「電子取引

利用申込書」 
（3）「委託のガイド受領書」及び「リスク確認書」 
（4）収入、資産状況及び受託契約を締結する目的などを確認する「商品先物取引適格条

件に関する確認書」 
（5）「本人確認書面」 

２ 顧客の属性については、次の事項を記載した「顧客カード」を作成する。 
（1）氏名、性別、生年月日、自宅住所及び連絡先住所 
（2）職業、業種 
（3）商品先物取引、その他の投資取引の経験の有無 
（4）収入、資産状況 
（5）その他必要と認める事項 

３ 顧客カードの原本は、本店管理部に備え付けることとし、インターネット事業部には

写しを備え付けるものとする。 
 
（適合性の審査） 
第７条 受託における適合性の審査は、「口座開設申込書」、「電子取引利用申込書」、「委託

のガイド受領書」及び「リスク確認書」、「商品先物取引適格条件に関する確認書」をも

とに予め管理担当班が審査することとし、その手続きの最終審査者は総括管理責任者と

する。 
２ 当社は、受託適否の審査終了後でなければ、取引を受託しない。 
３ 受託における適合性の審査の判断基準として下記の項目を定める。 
（1）収入、資産状況 
（2）職業、業種 
（3）年齢、社会的経験 
（4）商品先物取引、その他の投資取引の経験の有無 
（5）受託契約を締結する目的 
 



４ 当社は、審査結果の記録事項を、審査日、審査者、適否の最終審査者、判断の理由及

び根拠等と定め、これらを顧客カード等に記録し、これを本店管理部にて取引終了後３

年間保管する。 
 
（常に不適当と認められる者） 
第８条 当社は、次の第１号乃至第６号に該当する者を常に不適当な者と判断し、一切の

商品先物取引の受託を行わない。 
（1）未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者及び認知

障害の認められる者 
（2）生活保護法による保護を受けている世帯に属する者 
（3）長期療養者 
（4）破産者で復権を得ない者 
（5）商品先物取引を借入れにより行おうとする者 
（6）元本欠損又は元本を上回る損失が生ずるおそれのある取引をしたくない者 

２ 取引中の顧客が、前項各号に該当することが判明した場合は、新たな取引の受託は行

わないものとし、必要な措置を講ずる。 
 
（顧客に対する誠実公正義務） 
第９条 顧客の指示及び依頼に対しては、誠実かつ公正に業務を遂行すること。 
 
（公金取扱者等からの書面の差し入れ） 
第 10条 当社は、受託に先立って公金取扱者等からは、顧客本人の自書による書面の差し

入れを受けるものとする。 

（1）公金取扱者等とは、銀行、信用金庫、郵政公社等の金融機関に勤務する者、農業、

漁業等の協同組合、地方公共団体、一般企業等における経理・財務担当者並びに自

己の資金以外の金銭または有価証券を取り扱う者をいう。 

（2）前号に掲げる者からの受託に際しては、「自己資金の範囲内で取引を行う」旨を記

した書面の差し入れを受けること。 

 

（不正資金の流入防止） 

第 11条 当社は、自己資金の範囲を超えた不正資金の流入を防止するため、顧客の属性と

照らし合わせて相当ではない金額の預託を行なおうとする顧客については、副総括管理

責任者が面談あるいは電話にて顧客の余力や資金の健全性を確認し、総括管理責任者に

報告し、総括管理責任者は必要な措置を講ずるものとする。 



 

（取引本証拠金の額と適用範囲） 

第 12条 取引本証拠金の額は、取引所が定める取引本証拠金基準額と同額とし、その適用

範囲は、当社に商品先物取引を委託している全ての顧客及び当社が受託している商品先

物取引所で上場している商品並びに商品指数とする。但し、当社が定める取引本証拠金

は、商品市場の状況の変化等により、当社が必要と判断した場合には一定額を増額する

ことがある。なお、取引本証拠金の額等に係る社内責任者は総括管理責任者とし、その

内容について顧客及び社内に周知徹底するとともに記録は３年間保存すること。 

 

（ID・パスワードの管理） 

第 13条 当社は、電子取引 Venus（ヴィーナス）における顧客の ID 及びパスワードの管理

については、十分な注意を持って行なうものとする。 

 

（受託業務における禁止事項） 

第 14条 商品先物取引の委託の受託にあたっては、商品取引所法、同施行規則、受託契約

準則及び日商協「受託等業務に関する規則」に定める禁止行為をしてはならない。 

 

（違反者に対する制裁） 

第 15 条 前条に定める受託等業務に関する禁止事項に抵触した者に対しては就業規則に基

づき運用する。 

 

（広告、宣伝に係る管理措置） 

第 16条 当社は、受託等業務の手段として印刷物、マス媒体、宣伝用物品の頒布等による

広告、宣伝を行うときは、表示及び方法を適正に行うため、広告管理委員会を設置し、

実施に先立って社内審査を行うものとする。又、更新を行なうときも同様とする。 

２ 広告管理委員会は管理担当取締役、管理部部長、及び総務部部長の３名をもって構成

し、その広告管理責任者は管理担当取締役とする。 

 

（日本商品先物取引協会への届出） 

第 17条 この規則は、日本商品先物取引協会へ届け出るものとする。これを変更したとき

も同様とする。 

 

 

 



 

附則：この改正は平成 19年 2月 1日から実施する。 

 

附則：第 1条、第 4条、第 5条、第 6条、第 7条、第 8条、第 11 条、第 12 条を改正 

   第 13 条を新設及び旧第 13 条を第 14 条、旧第 14条を第 15条、 

旧第 15 条を第 16 条として改正、旧第 16 条を第 17 条とする。 

平成 19 年 9 月 30 日から実施 

 
 
 
 
 



⑥ 外務員の登録状況             
 

期 首             

  

登録外務員数 

  

新規登録数             

 

登録抹消数             
期 末             

  

登録外務員数 

 

 

２４７名 

 

 

４７名 

 

   

６７名 

 

 

２２７名 

 

 

 

            

 

                         

                         

                         

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑦ 委託者に関する事項 
 
 

期 首             

 

委 託 者 数             

 

新規委託者数 

   

期 末             

 

委 託 者 数             

 

 

 

  

８，３１８名 

 

  

４，８１１名 

  

８，０４３名 

 

 
 
 



⑧ 苦情・紛争・訴訟に関する事項 

 当社における、お客様からの苦情・相談の窓口は「管理部」で行っています。 

管理部は委託者訪問、取引の相談等に区分けされており本店・支社・支店合わせ

て 14 名をもって構成されています。本店及び支社・各支店には専任担当者を配

置し、新規委託者の勧誘、受託の審査、委託者訪問による委託者の状況把握、又

電話等による取引相談等、適切な委託者管理、指導に努めています。   

専任担当者の報告やお客様の申出等により、委託者管理における不適切な点が

あった場合は、管理部長が営業部門に対して速やかに指示・指導を行うと同時に

改善のための必要な措置を取るなど委託者の保護・育成を図ると共に、営業部門

に対する牽制を行っています。苦情等が発生した場合は、管理部長が早期対応・

早期解決を旨とし、直ちに所定の社内調査を行い、適切な対応を行っております。 

又、監査部 3 名による社内監査等の実施により営業部門のコンプライアンスの徹

底、適切な受託業務の指導など社員教育を行っております。又、不適格者の参入

防止、ルール遵守と共にクレームなどを監視し未然防止に努めています。 

尚、事務処理におきましては、24 時間取引に向けたシステム構築を進めており、

今年度に関しては、システム障害が 42 件発生しました。現在、障害対策等の社

内体制を進めており、お客様が信頼できるシステム環境を構築できるよう努めて

おります。 

平成 19 年度中においては、取引結果や担当外務員に対する不満から日本商品

先物取引協会（日商協）に 5 件の苦情申出がありましたが、お客様の了解が得ら

れ 1 件は解決済みで残り 4 件もお客様の了解を得ており解決予定です。 

又、当社に申出のあった苦情は 25 件あり、内 17 件はお客様の了解が得られ円

満に解決致しました。残りの 8 件につきましてもお客様と話し合いを続け、早期

解決に努めております。又、裁判所にお客様が提訴したものが 4 件ありましたが

双方の合意で 2 件は和解し、残りの 2 件に関し早期解決に努めております。 

尚、苦情、紛争、訴訟の内訳は以下のとおりです。 

 

（ａ）顧客等が提起したもの 

 当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件 

苦 情 

相互の話合い

による解決 

紛 争 

紛 争 処 理 機

関での解決 

訴 訟 苦 情   

相 互 に 話 合

い中 

紛 争    

紛争処理機関

で処理中 

訴 訟 

当該年度に新規に発生

した案件の件数 34 件 

 

17 件 

 

1 件 

 

2 件 

 

12 件 

 

0 件 

 

2 件 

前年度から継続してい

る案件の件数 15 件 

 

2 件 

 

0 件 

 

6 件 

 

5 件 

 

0 件 

 

2 件 

合計     49 件   19 件   １件  8 件   17 件   0 件   4 件 

(注)１．苦情とは受託等業務に関し、顧客等から当社に対して異議、不平、不満等が表明

され、又は紛争機関に相互の話合いによる解決の申出があったものをいう。 
 
 



２．紛争とは、受託等業務に関し、顧客等の異議、不平、不満等に起因す

る当社と顧客との主張の相違や対立が具体化し、顧客等から紛争処理

機関にあっせん等の申出があったものをいう。 

３．紛争処理機関とは、日商協、商品取引所、主務大臣が指定する団体、

消費者基本法又は弁護士法によるあっせん機関等をいう。 

４．訴訟とは、裁判所に顧客等から提訴があったものをいう。 

５．一つの案件が苦情、紛争又は訴訟に重複して該当する場合には、最終

時点の状態を記載している。例えば、苦情申出後に紛争した場合には、

苦情では記載せず紛争に記載し、苦情、紛争を経て訴訟に移行した場

合は、苦情、紛争では記載せず訴訟で記載している。 

 

（ｂ）当社が提起したもの 

 当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件 

紛   争 訴   訟 紛   争 訴   訟 

当該年度に新規に発生

した案件の件数 1 件 

 

0 件 

 

0 件 

 

0 件 

 

1 件 

前年度から継続してい

る案件の件数 2 件 

 

0 件 

 

2 件 

 

0 件 

 

0 件 

合計 3 件    0 件    2 件    0 件    1 件 

 

（ｃ）双方が提起したもの 

 当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件 

訴        訟 訴         訟 

当該年度に新規に発生

した案件の件数 0 件 

 

0 件 

 

0 件 

前年度から継続してい

る案件に件数 2 件 

 

2 件 

 

0 件 

合計 2 件 2 件 0 件 

(注)双方が提起したものとしては、同一の事案について顧客及び当社がそれぞれ

相手方に対して訴訟（反訴を含む）を提起したものを言う。 

 

 当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件 

事 務 処 理 ミ ス   シ ス テ ム 障 害   事 務 処 理 ミ ス   シ ス テ ム 障 害   

当該年度に新規に発生

した案件の件数 89 件 

 

47 件 

 

42 件 

 

0 件 

 

0 件 

前年度から継続してい

る案件の件数 0 件 

 

0 件 

 

0 件 

 

0 件 

 

0 件 

合計 89 件    47 件    42 件    0 件    0 件 

 

 



（注）１．事務処理ミスとは、委託者の注文の執行において、過失により事務処

理を誤ることをいう。 

   ２．システム障害とは、電子情報処理組織の異常により、委託者の注文の

執行を誤ることをいう。 



3.経理の状況

①貸借対照表

流　動　資　産 流　動　負　債

固　定　負　債

金 利 ス ワ ッ プ 負 債

4,875,005

55,610

668,053

そ の 他 の 流 動 負 債

社 債

150,000

4,696

1 年 以 内 償 還 予 定 社 債

19,043,735

未 払 金

預 り 証 拠 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

事 業 所 移 転 損 失 引 当 金

賞 与 引 当 金

60,000

短 期 借 入 金

1,217,011

13,146,605

有 価 証 券

保 管 有 価 証 券

未 収 収 益

短 期 貸 付 金

そ の 他 の 流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

委 託 者 未 収 金

18,960

貸　　借　　対　　照　　表
(平成20年3月31日現在）

負　　債　　の　　部資　　産　　の　　部

（単位：千円）

科　　　　　目 金　　　　額

預 託 金

未 収 入 金

未 収 消 費 税 等

60,372

40,803前 払 費 用

差 入 保 証 金

委 託 者 先 物 取 引 差 金

22,898

931,147

金　　　　額

20,181,964

4,444,306

273,956

84,500

200,000

24,919,979

1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金

科　　　　　目

465,596

58,681

63,098

75,576

21,360

33,985

75,431

150,000

固　定　資　産

建 物 及 び 設 備

器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

その他の無形固定資産

出 資 金

長 期 未 収 債 権

長 期 差 入 保 証 金

そ の 他 の 投 資

貸 倒 引 当 金

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

社 債4,696

別 途 積 立 金

利 益 準 備 金

資 本 準 備 金

資 本 剰 余 金

1,499,279

資 本 金

180,000貸 倒 引 当 金 △ 58,300

そ の 他 の 流 動 資 産

資　産　合　計 26,419,259負債及び純資産合計26,419,259

483,449

158,429

857,401

△ 155,510

 （商品取引所法第221条）

294,540

2,210,000

302,500

933,885

5,065,925

1,385,000

退 職 給 付 引 当 金 174,481

21,353,333

240,221

426,666

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

繰 越 利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

純　資　産　合　計

150,000

240,221

△ 60,000

1,228,425

1,385,000

長 期 借 入 金

26,700

704,405

113,514

168,291

163,167

160

298,200

6,106

8,285

144,036

5,065,925

株　主　資　本

純 　資 　産 　の　 部

1,530,925

投資その他の資産

無形固定資産

商 品 取 引 責 任 準 備 金

特別法上の準備金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金有形固定資産

21,921

負　債　合　計



②損益計算書

（単位：千円）

営　　業　　収　　益 3,485,044

営 3,726,834

業 △ 241,790

損

益 営　　業　　費　　用 4,751,918

の 4,751,918

部

営　　業　　損　　失 1,266,874

営　業　外　収　益 79,853

34,450

37,926

7,476

営　業　外　費　用 58,564

26,723

損　　益　　計　　算　　書
               自　平成19年　4月　1日　　　　　　　

     至  平成20年　3月 31日　　

科　　　　　　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　額

売 買 損 益

金 利 ス ワ ッ プ 評 価 益

そ の 他

支 払 利 息

営

業

外

損

益

経

常

損

益

の

受 取 手 数 料

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

受 取 利 息

25,221

6,620

経　　常　　損　　失 1,245,585

特　　別　　利　　益 3,189,316

6,000

2,500,753

682,563

917,503

245,842

75,431

999

484,271

60,016

7,675

43,269

1,026,224

47,691

22,441

109,456 179,589

846,635当 期 純 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

過年度法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

早 期 希 望 退 職 割 増 金

デ リ バ テ ィ ブ 解 約 損

商 品 取 引 責 任 準 備 金 戻 入

過年度役員退職慰労引当金繰入

事 業 所 移 転 損 失 引 当 金 繰 入

取 引 所 出 資 金 持 分 払 戻 益

固 定 資 産 除 売 却 損

固 定 資 産 売 却 益

特　　別　　損　　失

益

の

部部

リ ー ス 解 約 損

投 資 有 価 証 券 評 価 損

社 債 利 息

特

別

損

益

の

部

そ の 他

846,635

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

当 期 純 利 益



③株主資本等変動計算書

（単位:千円)

2,210,000 1,385,000 1,385,000 302,500 1,030,000 △ 552,094

新 株 の 発 行 － － － － － －

剰 余 金 の 配 当 － － － － △ 96,115 －

当 期 純 利 益 － － － － － 846,635

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － －

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － －

－ － － － △ 96,115 846,635

2,210,000 1,385,000 1,385,000 302,500 933,885 294,540

利益剰余金

株主資本
利益剰余

金 合 計 合　　計

780,405 △ 263,100 4,112,305 4,112,305

新 株 の 発 行 － － － －

剰 余 金 の 配 当 △ 96,115 － △ 96,115 △ 96,115

当 期 純 利 益 846,635 － 846,635 846,635

自 己 株 式 の 取 得 － △ 60,000 △ 60,000 △ 60,000

自 己 株 式 の 処 分 － 263,100 263,100 263,100

750,520 203,100 953,620 953,620

1,530,925 △ 60,000 5,065,925 5,065,925

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

資  本 資本剰余 利  益
別　途 繰越利益

その他利益剰余金

利益剰余金資本剰余金

資本金

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高

前 期 末 残 高

当 期 変 動 額

当 期 末 残 高

当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計

前 期 末 残 高

株　主　資　本

純資産合計
自己株式

(自平成19年4月1日　至平成20年3月31日)

積立金 剰 余 金

株   主   資   本

金 合 計準備金 準備金



④個別注記表 

個 別 注 記 表 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 

  売買目的有価証券  時価法(売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 

   その他有価証券   時価のないもの 

総平均法による原価法を採用しております。 

   保管有価証券     商品先物取引の預り証拠金代用有価証券として受け入れた保管

有価証券は商品取引所法施行規則第 39 条の規定に基づく充用価格

によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。 

              利付国債証券(7%未満)  額面金額の 80% 

                          社債(上場銘柄)          額面金額の 65% 

                           株券(一部上場銘柄)      時価の 70%相当額 

              倉荷証券        時価の 70%相当額   

(2)デリバティブ取引の評価方法 

   時価法によっております。ただし、金利スワップ取引について特例処理の要件を満た 

している場合には、特例処理によっております。 

(3)固定資産の減価償却方法 

①有形固定資産は定率法によっております。ただし、平成 10 年 4月 1日以降に取得し

た建物（建物付属設備を除く）については、定額法を採用しております。 

  (会計方針の変更) 

    法人税法の改正に伴い、平成 19 年 4月 1日以降に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更による損

益への影響は軽微であります。 

  (追加情報) 

     当事業年度から、平成 19年 3月 31 日以前に取得したものについては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から 5年間で均等償却する方法によっております。なお、この変

更による損益に与える影響は軽微であります。 

②無形固定資産は定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

(4)引当金の計上基準 

   ①貸倒引当金 

      債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算

額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見

込額を計上しております。 



②賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度末に在籍している従業員に 

かかる支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上しております。 

③事業所移転損失引当金 

      事業所の移転に伴い、発生が見込まれる損失について合理的に見積もられる金額

を計上しております。   

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における簡便法(期末時点の自己

都合要支給額に比較指数を乗じた金額を退職給付債務とする方法)による退職給付

債務及び年金資産の額に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異

（212,540 千円）については、10年による按分額を費用処理しております。 

   ⑤役員退職慰労引当金 

      役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

   (会計方針の変更) 

       役員退職慰労金については、従来内規に基づく期末要支給額を引当金計上し過年度 

相当額を役員の平均在任期間を考慮した年数で均等償却する方法を採用しておりまし 

たが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰 
労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 平成 19年 4月 13 日改正  
監査・保証実務委員会報告第 42 号) の公表に伴い、当事業年度から内規に基づく期末 

要支給額を引当金計上する方法に変更いたしました。 

 この結果、従来の方法に比べ、特別損失は 200,535 千円増加し、税引前当期純利益 

は同額減少しております。 

(5)特別法上の準備金の計上基準 

商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第 221 条の規定に基づき、   

  同施行規則に定める額を計上しております。 

   (追加情報) 

      平成 19年 9 月 30 日から「商品取引責任準備金の積立て等に関する規則」が改正及び

施行されたことに伴い積立額及び積立最高限度額の算出方法が変更されました。 

    この改正により積立最高限度超過額の取り崩しを行った結果、特別利益は 651,423 千 

円増加し、税引前当期純利益は同額増加しております。 

(6)リース取引の会計処理 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース 

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(7)消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております  



２．貸借対照表に関する注記 
(1)取締役に対する金銭債権         675,033 千円 

 (2)従業員に対する金銭債権                 18,930 千円 

(3)担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳 

  イ.担保資産 

         預    金      1,536,026 千円 

      対応する債務の内訳 

         短期借入金         84,500 千円 

         一年内返済長期借入金     200,000 千円 

         長期借入金        180,000 千円 

         合   計        464,500 千円 

ロ.預託資産 

商品取引所法等関係法令により、株式会社日本商品清算機構に預託している資産 

取引証拠金として 

        差入保証金           13,143,192 千円 

         保管有価証券(代用分)  1,217,011 千円 

         合    計      14,360,203 千円 

清算預託金として 

         長期差入保証金        308,716 千円 

      ハ.分離保管資産 

    商品取引所法第 210 条に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなければな

らない保全対象財産の金額は 125,096 千円であります。 

    なお、同施行規則第 98 条に基づく、委託者資産保全措置額は 600,000 千円でありま

す。 

(4)有形固定資産の減価償却累計額 

                       165,932 千円 

(5)貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要な固定資産 

として電子計算機及びその周辺機器があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．株主資本等変動計算書に関する注記 

(1)当事業年度末日における発行済株式の総数に関する事項 

          株式の種類           普通株式   

     前事業年度末株式数       402,000 千株 

     当事業年度増加株式数         － 

     当事業年度減少株式数        － 

          当事業年度末株式数       402,000 千株 

 (2)当事業年度末日における自己株式の数に関する事項 

  株式の種類           普通株式   

     前事業年度末株式数        17,540 千株 

     当事業年度増加株式数        4,000 千株 

     当事業年度減少株式数       17,540 千株 

          当事業年度末株式数         4,000 千株 

 (3)剰余金の配当に関する事項 

   ①配当金支払額 

平成 19 年 6 月 6日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 

       株式の種類             普通株式 

      配当の原資            利益剰余金 

      配当金の総額            96,115 千円  

          １株当たり配当額          25 銭 

      基準日              平成 19年 3月 31 日 

      効力発生日            平成 19年 6月 29 日 

   ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの。 

平成 20 年 6 月 18 日開催の取締役会において、次のとおり決議をしております。 

      株式の種類              普通株式 

配当の原資            利益剰余金 

      配当金の総額            79,600 千円 

          １株当たり配当額           20 銭 

      基準日               平成 20 年 3 月 31 日 

      効力発生日             平成 20 年 6 月 30 日 

 

 

 

 

 

 



４．税効果会計に関する注記 

  繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳  

流動の部 

 繰越欠損金            164,394 千円 

    未払事業税             6,268 千円 

    未払事業所税                        2,203 千円 

    事業所移転損失引当金               30,693 千円 

    賞与引当金                         30,751 千円 

    未払法定福利費否認                3,075 千円 

    その他                         39 千円 

 繰延税金資産(流動) 小計      237,426 千円 

 評価性引当額                     △237,426 千円 

 繰延税金資産(流動) 合計                － 千円 

固定の部 

 減価償却費                5,711 千円     

 商品取引責任準備金            97,746 千円 

 退職給付引当金                      70,996 千円 

 貸倒引当金                          28,472 千円 

 ゴルフ会員権評価損                   1,424 千円 

 役員退職慰労引当金                 173,610 千円 

 その他                 813 千円 

繰延税金資産(固定) 小計      378,775 千円 

 評価性引当額                     △378,775 千円 

 繰延税金資産(固定) 合計                － 千円 

 

５．リースにより使用する固定資産に関する注記 

器具備品    電子計算機およびノートパソコン等 

     ソフトウェア  汎用電子計算機ソフトウェア等 

      車輌運搬具   役員車輛および営業車輛   

 

 

 

 

 

 

 



６.関連当事者との取引に関する注記

１．親会社及び法人主要株主等

住所

法人主要 (直接)

株主

２．役員及び個人主要株主等

住所

貸付金利息

(直接) 不動産の売却

売却代金

売却損

(直接) 不動産の売却

売却代金

売却損

役員及び 副社長 (直接)

その近親 取締役

者 専務 (直接)

取締役

専務 (直接)

取締役

専務 (直接)

取締役

(直接)

(直接)

役員及び

その近親 預り証拠金

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等(

当該会社 (直接) 「１．親会社及び法人主要株主等」に

等の子会 　　記載しております。

社を含む)

（注）1.上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　 2.取引条件および取引条件の決定方針等

貸付金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

他の取引については、取引条件および取引条件の決定方針は一般取引先と同様の条件で決定しております。

貸付金

8

貸付金

東京
都中
央区

10百万円

未収手数料

支払受講料

受取手数料

飲食業 －

東京
都品
川区

証券及び
商品取引
の売買

200百万円

0.44%
－ －

兼任1名

－

－

支払飲食代

未払飲食代

－

兼任3名 －

5,653

事業の内
容又は職
業

寺町ﾄﾚｲﾀﾞｰｽ
ｸｰﾙ㈱

165

13,890

370

52,380

ｱﾄﾗｽ川奈㈱

受取手数料

－

定村　雅文

期 末 残 高
( 千 円 )

期 末 残 高
( 千 円 )

取引金額
( 千 円 )

議決権等
の被所有
割 合
（ ％ ）

議決権等
の被所有
割 合
（ ％ ）

未収手数料 3,280

1,578,899
10.05%

取引内容

関係内容

会社等の名称

証券及び
商品取引
の売買

役員の 事業上

兼任等 の関係

兼任1名

事業の内
容又は職
業

属性
資本金又
は出資金

属性 会社等の名称

㈱コトブキ
東 京
都 品
川 区

資本金又
は出資金

45百万円

役員の

兼任等

事業上

の関係

取締役

－ －

0.25%

－ －

関係内容

－

貸付金

貸付金利息 98 貸付金

科目

200

47

取引内容

貸付金利息

取引金額
( 千 円 )

50,000

211,604

64,284

99

257,278

科目

預り証拠金

受取手数料

97

－

－

－

50,000

211,604

貸付金吉田　晴満 － －

－ － 貸付金利息

－ 貸付金利息

下川 富士雄 －

－㈱コトブキ
東 京
都 品
川 区

45百万円
証券及び
商品取引
の売買

月原　茂博

有宗　良治 －

－ － 216

0.06%

7,900貸付金

貸付金利息

－

－ －

寺町　博 － －
会長兼社
長代表取
締役

－

寺町　美摩 －

60.08%

計盛　隆澄

貸付金 642,000

副会長
取締役

7.33%－ －

6,100

5,367

4,100

－ － －

貸付金利息

－ 4,518

0.20%
2,470

－

10.05%
兼任1名

7,945

－

取締役
0.10%

0.06%

－



７．1株当たり情報に関する注記 

    １株当たり純資産額           12 円 72 銭 

１株当たり当期純利益            2 円 13 銭  

 

８．退職給付会計に関する注記 

  採用している制度の概要   適格年金制度を採用しております。 

当事業年度末における退職給付引当金並びに退職給付信託における年金資産は、それ 

ぞれ以下のとおりであります。 

    退職給付債務                  502,263 千円 

    年金資産              264,020 千円 

    未積立退職給付債務         238,243 千円 

    会計基準変更時差異の未処理額     63,762 千円 

    退職給付引当金            174,481 千円 

 

９.重要な後発事象に関する注記 

     該当事項はありません。 

 



⑤監査に関する事項

　このディスクロージャー資料のうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書、個別注記表については、会社法に基づき会計監査人の監査を受けておりま

す。



⑥財務比率

比　　率

(a) 純 資 産 額 規 制 比 率 ［純資産額/リスク額×100］ 417.5%

(b) 純資産額資本金比率 ［純資産額/資本金額×100］ 240.1%

(c) 自己資本資本金比率 ［自己資本/資本金額×100］ 229.2%

(d) 自 己 資 本 比 率 ［自己資本/総資産額×100］ 19.2%

(e) 修 正 自 己 資 本 比 率 ［自己資本/総資産額×100］ 43.5%

(f) 負 債 比 率 ［負債合計額/純資産額×100］ 402.4%

(g) 流 動 比 率 ［流動資産額/流動負債額×100］ 123.5%

諸　　　項　　　目



 

 

【追加情報】 

 

１．平成20年6月27日開催の第46回定時株主総会において、取締役定村雅文氏が退任されまし

た。 

 

 

２．同総会後に開催された取締役会において、次のとおり役付取締役が選任されました。 

代表取締役会長兼社長           寺 町  博 

取締役副会長・総務担当          寺 町  美 摩 

専務取締役・営業本部長          計 盛  隆 澄 

専務取締役・管理本部長 

兼コンプライアンス推進室長  下 川  富 士 雄 

専務取締役・社長室長兼上場準備室長    有 宗  良 治 

取締役・会長室長             小 谷 田  麻 由 

取締役・大阪支社長            谷 口  勝 美 

取締役・福岡支店長            吉 田  晴 満 

取締役・本社投資相談室部長        別 府  圭 一 

取締役・経営企画部長           月 原  茂 博 

 

 

 

以  上  



2008.09.18 

フジフューチャーズ株式会社 

 

当社ディスクロージャー資料(2008 年版)の一部訂正について 

 

当社ディスクロージャー資料(2008 年版)2.⑧苦情・紛争・訴訟に関する事項に 

訂正がありました。「（ａ）顧客等が提起したもの」の中で、前年度から継続して

いる案件を当該年度に新規に発生した案件に入れて記載していました。 

下記の通り訂正いたします。 

 

（訂正箇所） 

当該年度中の解決案件の苦情（相互の話合いによる解決）での当該年度に新規に

発生した案件１７件を１６件、前年度から継続している案件２件を３件に訂正。 

 

（ａ）顧客等が提起したもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件  

苦 情 

相互の話合い

による解決 

紛 争    

紛 争 処 理 機

関での解決 

訴 訟 苦 情   

相 互 に 話 合

い中 

紛 争    

紛争処理機関

で処理中 

訴 訟 

当該年度に新規に発生

した案件の件数 33 件 

 

16 件 

 

1 件 

 

2 件 

 

12 件 

 

0 件 

 

2 件 

前年度から継続してい

る案件の件数 16 件 

 

3 件 

 

0 件 

 

6 件 

 

5 件 

 

0 件 

 

2 件 

合計     49 件    19 件    １件  8 件   17 件    0 件    4 件 
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